
平成 24 年 2月 補正予算要求事業調書
１　予算要求事業の概要
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　平成22年度に国から交付された特定感染症検査等事業、女性特有のがん検診推進事業及び健康
増進事業に係る感染症予防事業費等国庫負担(補助)金に超過交付が生じたため、当該超過交付分
を返還します。

<目的>
　平成22年度の国からの概算交付額の収入が交付金所要額を上回ったため、超過交付分を返還し
ます。

<目標(平成23年度末)>
　超過交付分(40,586,000円)を国へ返還します。

<現状>
　平成22年度に国から交付された補助金に、超過交付が生じています。

補助金受入済額　　国庫補助所要額　　　　償還額
　特定感染症検査等事業 97,587千円　　－　　75,179千円　　＝　　22,408千円
　女性特有のがん検診推進事業 81,875千円　　－　　69,101千円　　＝　　12,774千円
　健康増進事業 21,580千円　　－　　16,176千円　　＝　　 5,404千円
<課題>
　支払い期限までに補助金の超過交付分を返還するため、予算を確保する必要があります。

・平成23年度中に、超過交付分を国へ返還します。
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２　補正予算要求の理由と効果
　期日までに償還金の予算措置がなされずに償還ができない場合、支払い遅延に
よる延滞金が発生する恐れがあります。

要求理由
根拠法令等　感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱

政令 市 ：前年度補助金で超過交付が発生している市は全て実施
県内他市：前年度補助金で超過交付が発生している市は全て実施

対象者 国
効果 返還期日までに適正な支出処理を図ることができます。

３　補正前予算額、補正予算要求、査定の内容 (単位：千円）
区 　分 金　額

<積算内訳>

23

<積算内訳>
１　国への償還金
（１）特定感染症検査等事業補助金 22,408
（２）女性特有のがん検診推進事業補助金 12,774

① 一般財源 40,586 （３）健康増進事業補助金 5,404

<査定内容>
2 １　国への償還金

（１）特定感染症検査等事業補助金 22,408
（２）女性特有のがん検診推進事業補助金 12,774

① 一般財源 40,586 （３）健康増進事業補助金 5,404

<査定理由>

<査定内容>
１　国への償還金
（１）特定感染症検査等事業補助金 22,408
（２）女性特有のがん検診推進事業補助金 12,774

① 一般財源 40,586 （３）健康増進事業補助金 5,404

<査定理由>
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40,586

備　　　考

補正前予算

財源内訳

補正予算要求

　財政局長査定の内容及び理由について、適正と認められるため、財政局原案のとおりとしまし
た。

40,586

財源内訳

市長査定

財源内訳

　事業の実績に基づき確定した償還金であり、返還する必要があると判断し、２月補正予算に計上
することとしました。

40,586
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